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角形鉄蓋 
平成 ３年 ４月 １日OWMS制定  

                                       （平成１０年 ３月３１日OWMS廃止） 
                     平成１０年 ４月 １日仕様制定  
 
１．適用範囲 

この仕様は、消火栓室用の角形の鉄蓋について規定する。  
    

【備考】この規格の中で｛ ｝を付けて示してある単位及び数値は、従来単

位によるものであって、参考として併記したものである。  
 
２．引用規格 

次に掲げる規格は、この仕様に引用されることによって、この仕様の規定の一

部を構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。  
 

ＪＩＳ Ｂ ０４０３（鋳造品－寸法公差方式及び削り代方式）  
    ＪＩＳ Ｂ ７５０２（マイクロメ－タ）  
    ＪＩＳ Ｂ ７５０７（ノギス）  
    ＪＩＳ Ｂ ７５１２（鋼製巻尺）  
    ＪＩＳ Ｇ ５５０２（球状黒鉛鋳鉄品）  
    ＪＩＳ Ｚ ２２０１（金属材料引張試験片）  
    ＪＩＳ Ｚ ２２４１（金属材料引張試験方法）  
    ＪＩＳ Ｚ ２２４３（ブリネル硬さ試験方法）  
    ＪＩＳ  Ｚ ８４０１（数値の丸め方）  
    ＪＷＷＡ  Ｂ １３３（水道用角形鉄蓋）  
    ＪＷＷＡ Ｋ １３９（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）  

 
３．定 義   

この仕様で用いる主な用語の定義は、次による。  
 ３．１  鉄蓋 

蓋と受枠との総称。  
 ３．２  平受け構造 

蓋と受枠の接触面を双方がたつきのないように機械加工にて平滑に仕上げ、

蓋底面の四辺を受枠の棚に接触させて受ける構造。  
 ３．３ 形式試験 

鉄蓋が当仕様書の形式どおりに作られているかどうかを、確認するための

試験。なお、形式とは構造、形状及び寸法。  
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４．種 類 

鉄蓋の種類は、表１のとおりとする。 

 
                         表１ 鉄蓋の種類                          
    呼 び 名     形  状   蓋の寸法(ｍｍ)  

 消火栓鉄蓋（単口）  
 消火栓鉄蓋（双口）  

    角 型  
    角 型  

 ４６７×３４９  
 ６７６×４６６  

 
 

５．構造、形状、寸法、質量 

鉄蓋の構造、形状、寸法及び質量は付図１～４による。  
なお、受枠棚部及び蓋底面の接する四辺は機械加工により平受け構造とし、

蓋と受枠棚部の接触面は双方がたつきのないよう仕上げ、蓋と受枠は飛散防止

用鎖で連結する。 

また、付図１～４に示す鉄蓋の鋳造寸法公差は、ＪＩＳ Ｂ ０４０３に規

定する鋳造 公差等級ＣＴ１１とし、肉厚の寸法公差の等級はＣＴ１２による。

                                                                     

６．材 料 

鉄蓋の材料は、通常の使用及び施工に十分耐えられるだけの強度及び耐久性

を有しなければならない。  
なお、材料はＪＩＳ Ｇ ５５０２に規定する球状黒鉛鋳鉄品とし、１０．

３．１～１０．３．３によって試験を行ったとき、表２を満足しなければなら

ない。 

 
表２ 材料  

 種         類  部 材  記 号  引張強さ(N/mm2) 
｛Kgf/mm2｝  

伸び  
(％) 

硬 さ  
(HB) 

黒鉛球状
化率(％) 

消火栓鉄蓋(単口･双口) 受枠･蓋  FCD600 600｛61｝以上  8～15 210以上  80以上  

 
 
７．塗 料 

塗料は、ＪＷＷＡ Ｋ １３９に規定する塗料、若しくは同等品以上とし、乾

燥が速やかで、密着性に富み、防食性及び耐候性に優れた塗料でなければなら

ない。  
 なお、ＪＷＷＡ Ｋ １３９の規定外の塗料を用いる場合は、その品質が同

規格を満たしていることを示す試験成績書を提出し、本市の承諾を得ること。  
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８．外 観 

８．１ 鉄蓋の外観   

鉄蓋の内外面はなめらかで、こぶ、きず、鋳ばり、巣 などの有害な欠点

があってはならない。また、受枠底面はコンクリ－トブロック等への装着が

緊密にできるよう、平滑に仕上がっていること。 

８．２ 塗装後の外観 

塗装後の外観は、塗り残し、あわ、ふくれ、はがれ、他物の付着、塗りだ

まり、著しい粘着その他使用上有害な欠点があってはならない。       
 

９．検  査  
（１）検査は、次の項目について行い、５．～８．及び１２．に適合しなけれ

ばならない。  
    ａ）材料検査（引張、伸び、硬さ、黒鉛球状化率）  
    ｂ）構造、形状、寸法及び質量検査  
    ｃ）嵌合検査  
    ｄ）外観検査  
    ｅ）表示検査  
（２）形状、寸法、質量、塗装、外観、表示及び嵌合等については、日本水道

協会検査規定集に規定する抜取検査方法その２により行うこと。  
 
１０．試験方法  
１０．１ 外観及び形状 

鉄蓋の外観及び形状は、目視によって調べる。  
  １０．２ 寸 法 

鉄蓋の寸法は、ＪＩＳ Ｂ ７５０２に規定するマイクロメ－タ、ＪＩＳ

 Ｂ ７５０７に規定するノギス、ＪＩＳ Ｂ ７５１２に規定する鋼製巻

尺、又はこれらと同等以上の精度を有するものを用いて測定する。  
  １０．３ 材料試験 

材料試験は、ＪＩＳ  Ｇ ５５０２の１１．（試験）に規定された方法に

よって供試材を予備を含め３個鋳造し、その内１個の供試材を用いて次によ

って行う。  
１０．３．１ 引張試験、伸び試験 

引張試験、伸び試験は供試材からＪＩＳ Ｚ ２２０１により作成した４

号試験片を用いて、ＪＩＳ Ｚ ２２４１によって試験を行い、引張り強さ

と伸びを測定する。  
１０．３．２ 硬さ試験 

硬さ試験は、供試材から作成した試験片を用いて、ＪＩＳ Ｚ ２２４３

によって試験を行い、硬さを測定する。  
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１０．３．３ 黒鉛球状化率判定試験 

黒鉛球状化率判定試験は、１０．３．２の試験を行った試験片を良く研磨

し、ＪＩＳ Ｇ ５５０２の１１．６（黒鉛球状化率判定試験）によって試

験を行い、判定する。  
１０．４  嵌合試験 

塗装前、塗装後において蓋と受枠とを嵌合させ、蓋のがたつきの有無を検

査する。  
１０．５  質 量 

台秤等により質量を計測する。  
なお、質量の公差は蓋、受枠とも標準質量を基準として＋側は制限なし、

－側は４％以下とする。  
１０．６ 試験結果の数値の表し方 

試験結果の数値の表し方は、ＪＩＳ Ｚ ８４０１によって丸める。  
 
１１．形式試験 

形式試験は、鉄蓋の種類ごとに５．～８．及び１２．に適合していることを

確認の上で、１０．４及び１０．５の試験を行い、各項目の規定に適合してい

ることを確認する。  
 
１２．表 示  
（１）蓋の裏面及び受枠の外面には、次の事項を鋳出し、または容易に消えな

い方法で表示しなければならない。  
（１）Ｄの記号  
（２）)¦(の記号  
（３）刻印座  
（４）製造年  
（５）製造者名又はその略号  

（２）蓋の表面には、次の事項について、名称又は記号及び略称で高さ３mm

～５mm以上（付図１～４のとおり）で鋳出ししなければならない。  
（１）「大阪市水道局」「大阪市工業用水道」  
（２）「消火栓」「双口消火栓」  

  
１３．その他  
  蓋と受枠はセットした状態で納入すること。  
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